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本検討会でご議論いただきたいこと
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食料・農業・農村基本法の改正内容

望ましい農業構造

○第26条 望ましい農業構造の確立（拡充）
 国は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、
 営農の類型及び地域の特性に応じ、農業生産の基盤の整備の推進、農業経営の規模の拡大その他農業経営基盤の強化の
 促進に必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、望ましい農業構造の確立に当たっては、地域における協議に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営む者及び
 それ以外の多様な農業者により農業生産活動が行われることで農業生産の基盤である農地の確保が図られるように
配慮するものとする。 

農業経営の基盤強化等

○第27条 農業経営の展開（拡充）
 国は、専ら農業を営む者その他経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした農業経営を展開できるようにすることが重要である
ことに鑑み、経営管理の合理化その他の経営の発展及びその円滑な継承に資する条件を整備し、家族農業経営の活性化を図る
とともに、農業経営の法人化を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 

 ２ 国は、農業を営む法人の経営基盤の強化を図るため、その経営に従事する者の経営管理能力の向上、
雇用の確保に資する労働環境の整備、自己資本の充実の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 

○ 令和６年５月に食料・農業・農村基本法の改正法が成立し、近年の我が国における人口の減少、食料・農業・農村をめぐる諸
情勢の変化等に対応し、食料安全保障の確保、農村における地域社会の維持等を図るための基本理念が定められた。

○ この中で、農業経営の基盤強化を図るため、「雇用の確保に資する労働環境の整備」に必要な施策を講ずることが明記された。
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少子高齢化等の影響により、人材獲得が全産業の共通の課題となる中で、
雇用労働力を確保するためには、他産業と比較しても遜色のない農業の
労働環境の整備が重要な課題となっている。

このような中にあって、令和６年５月の食料・農業・農村基本法の改正
において「農業の雇用に資する労働環境の整備」が明記されたところ。

こうしたことを踏まえ、農業の労働環境に関して、
①労働環境の整備を進める具体的な政策の在り方
②労働関係法制における農業の特例についての考え方
についてご議論いただきたい。
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農業分野の労働環境をめぐる現状
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○ 法人その他団体経営体は、年々拡大し、販売金額の約４割、経営耕地面積の約４分の１を担う。

法人経営体の動向

資料：農林水産省「農林業センサス」(平成２２～令和２年)、「農業構造動態調査」（令和３～令和５年）

農産物販売金額

経営耕地面積

資料：農林水産省｢農林業センサス｣

農業生産に占める団体経営体（法人・その他）のシェア法人経営体の推移
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注：令和３～令和５年の数値は農業造動態調査の結果で、標本調査により把握した推計値
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○ 2005（平成17）年から2020（令和２）年にかけて、農業経営体数は販売額5000万円以上の層で増加しており、
特に５億円以上の層は２倍以上に拡大している。

○ 販売規模の上位層ほど、法人の占める割合が増加し、2020（令和２）年における１～５億円の経営体の６割強、
 ５億円以上の経営体の９割強は法人が占めている。

農産物の販売規模別の農業経営体数
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資料：農林水産省「農林業センサス」
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農業分野における雇用者数の推移

資料：総務省「労働力調査」
１) 自営業主 ：個人経営の事業を営んでいる者
２) 家族従業者：自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者
３) 常雇：役員と一般常雇（１年を超える又は雇用期間を定めない契約で雇われている者で「役員」以外の者）
４) 臨時雇：１か月以上１年以内の期間を定めて雇われている者
５) 日雇：日々又は１か月未満の契約で雇われている者
この資料の「農業就業者」は、上記の１）～５）までをいう。

【農業就業者全体の動向】
(注2)

(注3)
(注1)

注１：1999年は、雇用者計の値。
注２：2011年は、東日本大震災の影響により、岩手県・宮城県・福島県を除く値。
注３：2018年以降は、調査事項の変更があったことから、雇用契約期間に基づき、

定めがない者及び１年超の者を「常雇」、１年以下の者を「臨時雇・日雇」、
期間がわからない者及び定めがあるかわからない者を「その他」としている。
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28万人

55万人
（＋27万人）

家族従業者

自営業主

300万人

181万人
（－119万人）

○ 農業就業者全体は、1999（平成11）年から約25年間で119万人減少し、2023（令和５）年には181万人となった。
○ 一方で、雇用者については、農業経営の規模拡大や法人化の進展等により、同じ約25年間で27万人増え、2023年に55万人と

なった。
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資料：農林水産省 「新規就農者調査」
（平成25年～26年の数値は、当該年の4月1日～翌年の3月31日まで、平成

27年以降の数値は、当該年の２月１日～翌年の１月31日までの１年間に
新規就農した者の数）

○ 新規就農者数は平成27年をピークに減少傾向にある一方、新規雇用就農者（農業法人等に雇われる形で就農する者）は、
 平成27年以降１万人前後とほぼ同水準で推移。

○ 雇用型経営の規模拡大等が進む中、49歳以下の新規就農者における雇用就農者の割合も増加傾向にあり、令和５年には
全体の約４割を占め、新規自営農業就農者（親元就農）を上回っている。 

○ また、49歳以下の新規雇用就農者の約９割が非農家出身での就業。
○ 道府県立農業大学校（養成課程）からの就農状況を見ても、就農者の約６割が雇用就農となっている。

新規就農者数の推移
（千人）
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新規自営
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1.49万人

資料：農林水産省「新規就農者調査」

49歳以下の新規就農者の内訳

就農者数 就農率 就農者のうち
雇用就農者割合

935人 54% 63%

道府県立農業大学校（養成課程）からの
就農状況（2022年）

資料：全国農業大学校協議会
「令和５年度全国農業大学校等の概要」

49歳以下の
新規雇用就農者の出身別
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非農家出身
0.62万人

農家出身
0.07万人

資料：農林水産省「新規就農者調査」
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農業における人手不足の状況
○ 農林漁業の有効求人倍率は、平成21年以降、職業計よりも高い水準で推移（平成26年以降1.0を超過）しており、
人手不足の状況。
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農林漁業の有効求人倍率

新型コロナ感染拡大

資料：厚生労働省「一般職業紹介状況」
※ 有効求人倍率（有効求人数／有効求職者数）は、パートタイム含む常用の値。
※ 有効求人数は、求人票の有効期限内で未充足の求人数（新規求人数を含む）をいう。
※ 有効求職者は、求職票の有効期限内で就職未決定の求職者（新規求職申込件数を含む）をいう。
※ 職業系について、R4以前は平成21年12月改定「日本標準職業分類」に基づく区分、R5は平成23年

改定「厚生労働省職業分類」に基づく区分、

1.0

農林漁業

職業計

＜参考：令和５年 有効求人倍率（他産業）＞
建設 ：4.82 物流（※）：2.62

（※）自動車運転の職業

10



農業経営上の課題（組織的経営体）

○ 農業法人白書（2023年）によると、経営課題として、約５割が『人材の育成』と『労働力』と回答している。
○ 経営リスクについて、約４割が『労働力の不足』、経営リスクへの対策は『従業員の給与水準や福利厚生の改善』が約４割と回答している。

資料：日本農業法人協会「2023年版 農業法人白書」 11
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現在の経営課題 複数回答（単位：先・N=1,325）
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資金調達が困難

農業等の政策変更
自身や従業員の怪我・病気
地域における離農者の増加

消費者行動の変化
海外からの農産物の輸入

安全・安心に係ること
技術・ノウハウの流出

品種の海外流出
その他

経営リスク 複数回答（単位：先・N=1,265）
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資材購入先の変更
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国内資材の活用

労働安全衛生教育
経営継承に向けた計画の策定・実行

個人情報の適切な管理
災害等に備えたBCP等の策定

異業種展開
他地域・他県での生産

営業秘密の管理
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特にしていない

経営リスクへの対策 複数回答（単位：先・N=1,315）



他産業における労働環境改善の状況
○ 農業と同様に人手不足の他業種においては、業界の特性に応じた労働環境改善に取り組んでいる。

労働時間等
の改善

ICTによる
生産性向上

その他
労働環境整備

賃上げ・
適正な価格設定

政
府
全
体

・時間外労働の上限規制
・年次有給休暇の使用者による
時季指定義務

・月60時間超の時間外労働に対
する割増賃金率の中小企業へ
の猶予措置廃止

・勤務間インターバル制度の努
力義務

（平成30年働き方改革関連法）

・副業・兼業の推進に向けた
   ガイドラインの策定
（平成29年働き方改革実行計画）
・産後パパ育休（出生時育児休業）の新設
（令和３年育児・介護休業改正法）
・フリーランスとの取引の適正化、就業環
境の整備
（令和５年フリーランス・事業者間取引適
正化等法）
・子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現す
るための措置の拡充（令和７年10月１日
施行）等
（令和６年育児・介護休業改正法）

・同一労働同一賃金
（平成30年働き方改革関連法）

【公正取引委員会】
・「労務費の適切な転嫁のため
の価格交渉に関する指針」

【中小企業庁】
・価格転嫁サポート窓口の設置

他
産
業

【建設、トラックドライバー、
医師】

・時間外労働の上限規制
（平成30年働き方改革関連法、
令和６年４月１日適用開始）

※ドライバーには、同日から、
令和４年12月に改正された改
善基準告示も適用開始。

【建設】
・公共工事における週休２日工
事の拡大等

（令和元年改正建設業法等）

【建設】
・建設現場管理の効率化に資する建
設キャリアアップシステムの整備
【トラックドライバー】
・事務処理支援ツールや二次元バー
コードツール等といった物流DXの
推進
【医師】
・医療DXの推進による業務効率化

【介護】
・ICTや介護ロボット等の活用によ
る生産性向上の取組への支援

【建設】
・工期の適正化（著しく短い工期の禁止）
（令和元年改正建設業法等）

【トラックドライバー】
・ドライバーの休憩施設や仮眠施設の拡充
支援

【建設】
・適切な公共工事設計労務単価
の設定、建設技能者の雇用に
伴い必要な経費の参考公表
・能力評価を可能とする建設
キャリアアップシステムの整備
【トラックドライバー】
・「標準的な運賃」制度の周
知・徹底
（令和２年貨物自動車運送事業
法改正に伴う告示）

農
業

・農林水産省補助事業における
労働環境改善の要件化・採択ポ
イント加算等

・スマート農業技術活用促進法
（令和６年法律第63号）

・農林水産省独自の雇用就農関係補助事業の実施
・働き方改革ガイドブック等
・優良経営体の表彰
・男女別トイレの設置推進
・農作業安全の普及・啓発

・令和６年改正後の食料・農
業・農村基本法（平成11年法
律第106号）第２条第５項及び
第23条において、食料の合理
的な価格の形成について規定12



農業分野の労働関係法制の現状整理

１．制度概要：
原則として、一人でも労働者を雇

用する事業者に対して
① 労災保険（労働者の業務上または通

勤により生じた傷病等に対する治療費の
給付 等） ※保険料は事業主が全額負担

② 雇用保険（失業時や育児・介護休業
時の給付） ※保険料は労使双方負担

 への加入の義務付け

強制加入 任意加入
法人 個人経営体

強制加入 任意加入
（農林水産業のみ暫定任意適用）

法人＋労働者常時５人以上の
個人経営体

労働者常時４人以下の
個人経営体

※適用業種であっても
従業員常時5人未満の
個人経営体は任意加入

農林業センサスによれば常雇（※）１～４人の個人経営体は約２万
（※）労働保険における「常時」と

 範囲が完全に一致しない可能性があることに留意

２．農業との関係：

２．農業との関係：

１．制度概要：
法人及び常時５人以上を使用する個人

事業主（17業種）の事業所等に対して、
① 健康保険（業務外の原因による負傷・

疾病等に対し給付）
② 厚生年金保険（公的年金）
への加入を義務付け ※保険料は労使折半

【Ａ．被用者保険（Ａ-１．健康保険法、Ａ-２.厚生年金保険法）】

【Ｂ．労働保険】（Ｂ-１.労働者災害補償保険法、Ｂ-２.雇用保険法）

17業種以外の業種や従業員常時５
人未満の個人経営体が任意加入とな
っている理由：
・ 保険料徴収等の面から見て実態把

握が困難であること
・ 小規模で変動が著しい等の技術上

の困難性があること など

労働者常時４人以下の個人経営体
が任意加入となっている理由：
・ 保険料徴収等の面から見て実態把

握が困難であること など

２．農業との関係（労働時間に関する規定）：
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適用 適用除外
なし 全経営体

（労働時間）
１日８時間、１週間40時間以内

（休憩）
労働時間６時間超で45分以上、８時間超で１時間以上

（休日）
毎週１回又は４週４日以上

（時間外・休日の労働）
36協定、1か月45時間、１年360時間以内

（時間外・休日の割増賃金）
時間外労働125%以上、休日労働135%以上

農林業センサスによれば法人経営体は約3.1万 個人経営体は約104万
うち雇用労働力を有する法人経営体は約1.4万 個人経営体は約2.2万

１．制度概要：
労働に関する最低基準の設定

【Ｃ．労働基準法】

適用除外となっている理由：
・ 業務が天候、気象等の自然的条件

の影響を著しく受ける産業であること

農林業センサスによれば常雇（※）５人以上の個人経営体は約1,400
（※）被用者保険における「常時５人以上を使用」と

範囲が完全に一致しない可能性があることに留意



令和４年に発生した農作業死亡事故の調査結果①（概要）

就業者10万人当たり死亡事故者数の推移

資料：死亡者数 農 業：農林水産省「農作業死亡事故調査」
                他産業：厚生労働省「死亡災害報告」

         就業者  農 業：農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」
            他産業：総務省「労働力調査」

注：就業者10万人当たり死亡事故者数の算出において就業者として使用していた
農業就業人口の調査が令和元年で終了したため、令和２年から農業従事者
数を使用して算出。

死
亡
者
数 (

人)

9.1 
9.5 

9.9 9.8 10.1 
9.5 

10.2 
10.8 10.5 

11.1 

6.9 
7.5 

6.5 
6.0 

6.5 
6.1 

5.4 5.2 
6.0 5.9 

1.6 1.7 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

農業（農業従事者数ベース）

建設業

全産業

高
齢
者
の
割
合(

％)

死亡者における高齢者の割合

資料：農林水産省「農作業死亡事故調査」

86.1 

42.0 

0
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40
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65歳以上の割合
80歳以上の割合

農作業事故死亡者数の推移

死
亡
者
数 (

人)

350 350 338
312 304

274 281 270
242 238

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

資料：農林水産省「農作業死亡事故調査」

○ 令和４年の農作業事故死亡者数は238人であり、前年（令和３年）と同水準。
○ 就業者10万人当たりの死亡事故者数は11.1人と増加傾向であり、他産業に比べて高い状態が継続。
○  年齢別にみると、65歳以上の高齢者の割合が86％と極めて、高い水準で推移。

14



令和４年に発生した農作業死亡事故の調査結果②（要因別分析）

○ 農作業死亡事故を要因別にみると、「農業機械作業に係る事故」が152人（全体の63.9％）と高い状態が継続。
○ 農業機械作業に係る死亡事故の要因としては、「機械の転落・転倒」が72人（機械事故の47.4％）と約半数を占めている。
○ 機械・施設以外の作業に係る事故では「熱中症」が29人（全体の12.2％）と最も多く、農作業死亡事故に占める割合も増加

傾向にあることから、機械作業対策に加えて、熱中症対策の強化が必要。

機械の転落・転倒
 72人（47.4％）

挟まれ 31人
（20.4％）

ひかれ
 14人（9.2％）

回転部等への巻き込まれ 
17人（11.2％）

機械からの転落 
9人（5.9％）

道路上での自動車との衝突
 2人（1.3％）

その他 7人
（4.6％）

152人

農業機械事故による死亡の要因
（令和４年）

農業機械事故のうち、
「機械の転倒・転落」が
約５割

農作業死亡事故における熱中症の
割合の推移

（平成25年～令和４年）

熱
中
症
の
割
合
（
％
）

6.9%

5.4%

8.0%

6.1%

7.2%

15.7%

10.3%

11.9%

9.5%

12.2%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

平
成

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和

元
年

２
年

３
年

４
年

乗用型トラクター
62人（26.1％）

歩行型トラクター
21人（8.8％）

農用運搬車
16人（6.7％）

自脱型コンバイン
11人（4.6％）

動力防除機
8人（3.4％）

動力刈払機
1人（0.4％）

農用高所作業機
1人（0.4％）

その他
32人（13.4％）

熱中症
29人

（12.2％）
稲わら焼却中等の火傷

15人（6.3％）

ほ場、道路からの転落
12人（5.0％）

木等の高所からの転落
7人（2.9％）

その他
18人（7.6％）

要因別の死亡事故発生状況（令和４年）

機械・施設以外の
作業に係る事故

81人（34.0％）

農業用施設作業に
係る事故

5人（2.1％）

農業機械作業に
係る事故

152人（63.9％）

238人

15



農業分野の労働環境整備に係る意識・意向等

16



■ 常雇いの平均的な１日の実労働時間 ■ 常雇いの平均的な１週間の実労働時間

資料：「農業労働環境の改善に関する意識・意向調査結果（令和６年）」を基に農林水産省で作成。調査対象は2020年農林業センサスにて常雇いを雇用していると回答した者から抽出
注１：常雇いは、あらかじめ、年間７か月以上の契約（口頭の契約でもよい。）で主に農業経営のために雇った人（期間を定めずに雇った人を含む。）をいう。
注２：労働基準法第34条「実労働時間が6時間超８時間未満の場合は45分以上、実労働時間が８時間超の場合は60分以上の休憩時間を与えること」を満たす経営体

常雇いの労働状況①（農繁期の実労働時間、休憩時間、休日数）
○ 平均的な１日の実労働時間について、約７割の経営体が８時間以内となっている一方、１週間の実労働時間は、約半数が

40時間を超えている。
○ １日の休憩時間は、約６割の経営体が労働基準法の基準内の休憩時間を確保している。
○ １か月あたりの休日数は、約７割の経営体が労働基準法の基準内の休日数（４日以上）を確保している。

17

８時間以内 ８時間超 無回答
農 業

（N=1,706） 66.9 31.2 1.9
40時間以内 40時間超 無回答

農 業
（N=1,706） 43.9 52.9 3.2

13.8 18.5 11.7 33.9 14.3 4.7
3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
30時間以下 30時間超40時間未満 40時間 40時間超50時間以下

50時間超60時間以下 60時間超 無回答

(単位：％)(単位：％)

14.0 14.1 18.8 20.0 18.5 9.1 3.6
1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
６時間以下 ６時間超７時間以下 ７時間超８時間未満 ８時間

８時間超９時間以下 ９時間超10時間以下 10時間超 無回答

※注１

■ 常雇いの平均的な１日の休憩時間 ■ 常雇いの１か月あたりの実際の休日数

労基法の
基準外

労基法の
基準内

実労働時間が
６時間以下 無回答

農 業
（N=1,706） 24.9 58.4 13.4 3.3

休日なし １～３日 ４日以上 無回答
農 業

（N=1,706） 6.3 17.3 73.7 2.7

(単位：％)(単位：％)※注２
※注1

6.3 17.3 22.4 31.9 11.8 7.5 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
休日なし １～３日 ４日 ５～７日
８日 ９日以上 無回答

13.5 11.4 39.1 19.3 13.4 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
実労働時間が６時間を超えるかつ休憩時間が45分未満 実労働時間が８時間を超えるかつ休憩時間が60分未満
実労働時間が６時間を超えるかつ休憩時間が45分以上 実労働時間が８時間を超えるかつ休憩時間が60分以上



支払っている

支払ってない
割増賃金の

対象になる労働が
生じなかった

無回答
法定割合以上 法定割合未満

農 業 (N=1,706) 44.5 7.6 22.5 22.5 3.0 

■ 割増賃金の支払い状況

資料：「農業労働環境の改善に関する意識・意向調査結果（令和６年）」を基に農林水産省で作成
調査対象は2020年農林業センサスにて常雇いを雇用していると回答した者から抽出

注：法定割合とは、労働時間が１日８時間又は週40時間を超える部分（いわゆる時間外労働）に対しては通常の労働時間の賃金の計算額の25％（その時間が月60時間超の場合は50％）、休日労働に対しては35％のこと。

常雇いの労働状況②（時間外・休日労働に対する割増賃金の支払い）

○ 時間外・休日労働に対する割増賃金の支払い状況について、法定割合以上を支払っている経営体は全体の約４割。割増賃
金を全く支払っていない経営体は全体の約２割。

○ 割増賃金の対象となる労働が生じなかった経営体は全体の約２割。
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※注

10.5 34.0 7.6 22.5 22.5 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

支払っている（法定割合を超える水準） 支払っている（法定割合）
支払っている（法定割合未満） 支払っていない
割増賃金の対象になる労働が生じなかった 無回答



■ 常雇いの平均的な１日の実労働時間の長さに対する満足度 ■ 常雇いの平均的な１週間の実労働時間の長さに対する満足度

資料：「農業労働環境の改善に関する意識・意向調査結果（令和６年）」を基に農林水産省で作成。調査対象は2020年農林業センサスにて常雇いを雇用していると回答した者から抽出された経営体に雇用される者が回答
注1：常雇いは、あらかじめ、年間７か月以上の契約（口頭の契約でもよい。）で主に農業経営のために雇った人（期間を定めずに雇った人を含む。）をいう。
注2：「非常に満足である」「やや満足である」を足し合わせた数字。
注3：「やや不満である」「非常に不満である」を足し合わせた数字。

常雇いの労働状況③（農繁期の実労働時間、休憩時間、休日数の満足度）
○ １日の実労働時間、１週間の実労働時間について、約６割の雇用者が満足している。
○ １日の休憩時間について、約７割の雇用者が満足している。
○ １か月あたりの休日数について、約６割の雇用者が満足している。
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満足である どちらとも
いえない 不満である 無回答

農 業
（N=1,334） 63.7 25.9 8.5 2.0

(単位：％)(単位：％)
※注1

24.6 39.1 25.9 6.8
1.7

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
非常に満足である やや満足している どちらともいえない
やや不満である 非常に不満である 無回答

※注2 ※注3

21.8 39.8 27.3 7.4
1.7
2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
非常に満足である やや満足している どちらともいえない
やや不満である 非常に不満である 無回答

満足である どちらとも
いえない 不満である 無回答

農 業
（N=1,334） 61.6 27.3 9.1 2.0

※注2 ※注3

満足である どちらとも
いえない 不満である 無回答

農 業
（N=1,334） 72.7 20.6 5.9 0.8

■ 常雇いの平均的な１日の休憩時間の長さに対する満足度 ■ 常雇いの１か月あたりの実際の休日数に対する満足度
(単位：％)(単位：％)

※注２

※注1

満足である どちらとも
いえない 不満である 無回答

農 業
（N=1,334） 57.7 26.5 14.9 0.8

33.4 39.4 20.6 4.8
1.1

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
非常に満足している やや満足している どちらともいえない
やや不満である 非常に不満である 無回答

21.9 35.8 26.5 11.8
3.1

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
非常に満足している やや満足している どちらともいえない
やや不満である 非常に不満である 無回答

※注２ ※注3※注3



雇用就農者が労働環境整備に求めるもの

○ 雇用就農者が就農前に重視した労働環境については、特に「安定した収入」「経営者の人柄」「ハラスメントが無いこと」、
「雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険への加入」の割合が８割を超えている。

○ 今後、人材獲得競争の中で就農者を確保するためには、農業分野においても労働環境整備を推進していく必要がある。

選択項目 重視する

労 

働 

環 

境 

等

所定労働時間が１⽇８時間以内、週40時間以内で
あること（繁閑はあるが、年間を通じて週40時間
以内となっている場合も含む）

51.4

休憩時間について、労働時間が６時間以上の場合
は45分以上、８時間以上の場合60分以上確保され
ていること

64.3

週１回以上、または4週間を通じて4⽇以上の休⽇
が確保されていること 77.5

週２⽇の休⽇が確保されていること 51.5 
時間外及び休⽇の労働について、所定の割増賃⾦
が⽀払われること 69.6

休暇が取得しやすいこと 76.2
1ヶ⽉当たりの時間外及び休⽇の労働時間が45時
間以内、かつ年間の時間外及び休⽇の労働時間が
360時間以内であること

59.9

雇用保険の加入 84.1 
労災保険の加入 83.4
健康保険の加入 83.6
厚生年金保険の加入 81.9
給与水準 77.9
安定した収入 85.2
人事評価による昇給 64.3

資料：令和４年度「雇用就農資金」の採択者（研修生）に対するアンケート結果
※赤色に着色したものは、重視すると回答した割合が上位のもの

選択項目 重視する

労 

働 

環 

境 

等

キャリアパスが示されていること 43.5
充実した研修制度 63.0
福利厚⽣施設の充実（休憩室、男⼥別トイレ、更
⾐室、シャワー等） 59.2

経営者の人柄 84.1 
経営者が将来のビジョンを示す 73.4
最先端の農機や技術の導⼊等によって業務を効率
化していること 60.0

⾁体的負担の軽減に配慮していること 66.3
⼦育てや介護等に配慮していること 62.2 
⾃分の意⾒を⾔いやすい職場環境 79.5
セクハラ・パワハラ等のハラスメントが無いこと 84.0
通勤・家族⼿当や資格取得補助等の各種⼿当の充
実 73.8

定期的に健康診断を実施していること 65.4

雇用就農前に重視した労働環境（n=1,217） (単位：％)
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資料３ 他産業出身者が農業分野で活躍する事例

○ 我が国全体として終身雇用の割合は減少傾向であり、国民の価値観やライフスタイルの多様化を背景に、副業の他、フリーラン
ス・ギグワーカーといった働き方の多様化が今後ますます進展。

○ 農業においても、49歳以下の新規雇用就農者のうち非農家出身の割合は全体の約９割となっており、雇用人材の確保の
ためには、他産業からの受け入れ態勢を整備していくことが必要。

資料２ 49歳以下の新規雇用就農者の出身別

10% 90%

0% 50% 100%

非農家出身
0.62万人

農家出身
0.07万人

資料：農林水産省「新規就農者調査」

資料：厚生労働省職業安定局「我が国の構造問題・雇用慣行等について」（平成30年）から抜粋
※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を職業安定局において特別集計して作成。
※ 生え抜き正社員の割合は、60歳以下のフルタイム又は正規雇用者に占める割合を指す。

資料１ 若年期に入職してそのまま同一企業に勤めつづける者の割合

〇株式会社輝楽里（北海道）
【主な品目】水稲、多種野菜等
【取組】電気工事や建設など、前職で培っ

たスキルを活かせるような部署・
業務に配置することで総合力を高
め、生産性向上につなげる

〇有限会社小林牧場（山梨県）
【主な品目】黒毛和牛、交雑種
【取組】溶接作業や重機の操作など前職

を活かして畜舎の修理や堆肥運
搬等に従事。



資料：農林水産省Webマガジンaff（2024年8月号）から抜粋
（JA共済連「農業に対する意識と実態調査」をもとに作成。全国の10代～50代の男10,000人に対し、インターネット調査を実施）

注１：調査対象10,000人のうち、農業未経験者（n=8,947）に対して調査。
注２：就職以降のある学生（n=641）に対して調査。
注３：副業・兼業意向がある人（n=2,874）に対して調査。

https://www.ja-kyosai.or.jp/pdf/2024/202402-chousa.pdf

【参考】 職業としての農業のイメージについて

○ 農業未経験者のうち23.2%が「農業をやってみたい」と回答。特に10代～30代の若い世代が25%以上と高い傾向。
○ 就職意向のある学生のうち、約３割は農業への就職の可能性があると回答。
○ 副業・兼業意向のある人のうち、約４割は副業・兼業としての農業従事の可能性があると回答。

※注１
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※注３※注２

https://www.ja-kyosai.or.jp/pdf/2024/202402-chousa.pdf
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